
○メンタルヘルスとは

　メンタルヘルスとは心(精神）の健康に関することをいいます。よってメンタルヘルス対策とは、

「心の健康のための対策」ということになります。

　そして、心の健康が保持できなくなる状態のことを、メンタルヘルス不調(不全）といいます。

　メンタルヘルス対策については、大企業を中心にここ10年、急速に整備が進んできましたが、中小

企業においては、後手後手の対応になってしまっているところがまだまだ多いのが現状です。

　そこで、中小企業においても、しっかりとメンタルヘルス対策に取組んでいけるように法律面や制

度面から考えてみたいと思います。

○職業生活におけるストレス等の原因
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⑦中小企業におけるメンタルヘルス対策について
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○長時間労働と健康障害について

１日は２４時間です

労働時間８時間、休憩１時間　通勤２時間

食事、風呂、団欒の時間は平均４時間ぐらいとされています。

とすると残り９時間。

残業時間が長くなればなるほど、睡眠時間が少なくなっていきます。

精神疾患は、睡眠障害からあらわれることが多く、十分な睡眠時間が確保できる

ことが予防の第１歩です。

○労災の認定基準

１．労働の過重性を判断する評価期間 

　　発症前６ヵ月の勤務状況を考慮

２．脳・心臓疾患の発症と時間外労働の関係 

　　疲労の蓄積をもたらすもっとも重要な原因と考えられる労働時間に着目すると、そ

　　の時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には発症日を起点と

　　した１ヵ 月単位の連続した期間をみます。 

  　①発症前１ヵ月間ないしは６ヵ月間にわたって、1ヵ月あたり概ね４５ 時間を超え

　　る時間外 労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価

 　②概ね４５時間を超えて時間外労働が時間が長くなると、業務と発症の関連性が徐々

　　に強まると評価 

 　③発症前１ヵ月間に概ね100時間、または 発症前２ヵ月間ないし６ヶ月間にわ

　　たって、１ヵ月あたり８０時間を超える時間外労働が認められる場合は、業

務との関連性が強いと評価
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○過重労働により健康障害防止の為の総合対策について

①時間外労働の削減

□３６協定届を締結し労働基準監督署へ届出していますか？

②年次有給休暇の取得促進

③労働時間等の設定の改善

④労働者の健康管理に係る措置の徹底

　　　・健康管理体制の整備、健康診断の実施等

　　　・長時間労働にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導

□定期健康診断を実施していますか？

□長時間労働になっている労働者からの申出があった場合、医師による面接

　指導を実施していますか？

Ｑ.　パートの健康診断は実施しなければならないのでしょうか？

Ａ.　原則として、１年以上の継続雇用が見込まれ、または１年以上継続雇用

　している場合であって、１週間の所定労働時間が常勤従業員の４分の３以上

　であるパート・アルバイトには、健康診断を行わなければなりません。

　　また、定期健康診断の費用は事業主の負担が原則となっています。

ただし、事業主が実施する健康診断を受診せず本人の都合により各自で受診す

る場合は、自己負担させても良いとされています。この場合でも、健康診断を

受診させる義務は事業主に課せられています。

平成23年4月に創設された「均等待遇・正社員化推進奨励金」
は、パートタイマーや契約社員に対して一定の健康診断制度

を導入し実施した場合に支給されます。

ただし、この場合のパートタイマー、契約社員とは、健康診断

が義務付けられている常時使用されている者を除きます。

詳しくはこちら

大阪労働局のＨＰへ↓
http://www.osaka-
rodo.go.jp/doc/kinto/pdf/230407kintoutebiki.pdf



○労働時間以外の心理的負荷要因

　精神疾患を発症し、以下の心理的負荷評価表による負荷が認められる場合は、業務

起因性が高いとして、業務上災害として取扱われるとされています。

　　これは、逆に言うと、このような出来事に遭遇した労働者は、メンタル不調に陥る危険性が高い

と思われることから、日頃からの配慮または、措置を講じることが必要であると言えます。

厚生労働省より


